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「市立伊丹病院あり方検討委員会」検討項目とスケジュール（予定）

本日と今後のあり方検討委員会のスケジュールと検討項目は以下を予定しています

年 月 委員会開催 検討項目等（見直し前） 検討項目等（見直し後）

平成30年
6月4日

第1回
委員会

議題１：市立伊丹病院あり方検討委員会の公開の取り扱い
議題２：高度急性期医療を担う中核病院の必要性

7月23日
第2回
委員会

議題：市立伊丹病院の建替えの最適な時期
議題：安定的運営を実現させる病床規模

議題：他の基幹病院との連携のあり方

8月13日
第3回
委員会

議題：最適な立地場所の検討
議題：他の基幹病院との連携のあり方

（具体的なあるべき姿を踏まえ）
議題：安定的運営を実現させる病床規模と高度急性期医

療を担う中核病院の必要性
議題：最適な立地場所の検討と市立伊丹病院の建替え

の最適な時期

10月
第4回

委員会
検討委員会報告書（素案) 検討委員会報告書（素案)

11～12月
第5回
委員会

検討委員会報告書（案） 検討委員会報告書（案）

平成31年
1月

報告書報告

※開催時期・検討項目等は議事の進行状況に応じて変更する可能性があります。
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第二回あり方検討委員会での要旨

第二回あり方検討委員会で、市立伊丹病院と近畿中央病院の連携による今後のめ
ざすべき姿について、一定の共有化が図られたことを受け、本日はより具体的な高度
急性期医療の提供のあり方に関してご議論いただきます

医療機能面 運営面 経営面

 市立伊丹病院と近畿中央病院の連携は
限りある医療資源の有効活用に繋がる

 阪神北圏域が準圏域とは言いつつも、近
くに大きな病院が必要なのは間違いない

 兵庫県地域医療構想においては、高度
急性期病床と回復期病床が不足してお
り、もし病院を統合して新築移転させた場
合、現在地に回復期機能と在宅医療を担
う医療施設の検討が必要

 市立伊丹病院と近畿中央病院という、似
ている2病院の連携方法を考えると、可
能であれば統合再編だろうと思う

 阪神北圏域にも総合医療センターがある
べきと考えるが、もし遠い場所に建設さ
れるならば、ループバスなどがあれば、
多くの市民が通いやすくなるのではない
か

 総合的な判断は難しいが、狭い伊丹市に
2つの中規模病院が存続することは難し
いのではないか

 2病院を1病院にして合理化すれば、赤字
が少しくらい減るのではないか

 高度急性期医療の提供にかかる、より具体的なあり方に関して
高度急性期医療を提供するにあたり、安定的な地域医療体制を構築するために必要な病床数やその機能、あるいは、安定的な経営・運営
が可能となる病床規模、または、施設の現状を踏まえた望ましい建替え時期や、立地・アクセスについての考え方に関して議論いただきま
す

本日の資料と議論いただきたい内容

第三回あり方検討委員会の議論内容
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高度急性期医療を担う中核病院のあり方
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病院の機能分化と地域包括ケアシステムのあり方

「かかりつけ医からの紹介で急性期医療を受け、急性期を脱した後は回復期を担う病
院や在宅機能で」というように、状態に即した適切な医療を適切な場所で受けられる
よう、医療施設間の機能分化と連携が求められています

出所； 社会保障・税一体改革関係５大臣会合「社会保障・税一体改革で目指す将来像（参考資料）」

• 特定機能病院

• 地域医療支援
病院

• 在宅療養後方支
援病院

• 在宅療養支援病
院/診療所

• 訪問看護
• 訪問リハビリ

• 定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

• グループホーム
• 看護小規模多機能
• 小規模多機能
• デイサービスなど

介護人材の確保
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病院の機能分化に対する伊丹市民の認識

今年度実施した「市立伊丹病院のあり方に関する市民アンケート」の速報版による
と、病院の機能分化に関して「知っている」と回答した方は32.8％で、年齢層が若いほ
ど認知していない傾向があります

病院の機能分化に対する伊丹市民の年齢別の認識

 機能分化を理解している方は全体の約3割程度となっている
 聞いたこともないと認知していない方は全体の約4割となってお
り、市民への普及は低いと考えられる

 世代が若いほど認知が進んでいない傾向である
 医療介護従事者の理解度は高い

N=128

N=1,327

N=425

N=472

N=315

N=246

N=1,461

（7月27日までの集計分）

質問； 現在の医療制度においては、それぞれの病院が、高度急性期、急性
期、回復期、慢性期などの機能をそれぞれに有しています。これらの病院が地
域で互いの役割を明確にし、地域全体で医療を提供しようとする動きが進めら
れております。このことについて知っていますか。

出所； 伊丹市民アンケート

知っていて、どの医療機関が該当するのか認識している
知っているが、どの医療機関が該当するのかまでは認識していない
聞いたことはあるが、よくわからない
聞いたこともなく、よくわからない
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市立伊丹病院と近畿中央病院の連携と伊丹市内の医療介護施設間の役割分担イメージ

市立伊丹病院と近畿中央病院の連携により高度急性期医療を提供するためには、下
記のように、病院間での連携を強化し、適切な医療を適切な場所で受けられるよう地
域全体での医療提供が求められています

＊病院名は伊丹市内の病院を病
床機能報告の機能に合わせて
記載しているが、連携範囲は阪
神北圏域を想定している

回復期機能

常岡病院、伊丹今井病院、あおい病院、

みやそう病院 など

急性期機能

伊丹恒生脳神経外科病院、祐生病院 など

・急性期後の患者の回復期におけるリハビリ機

能、在宅復帰への機能を担う

・退院後は在宅を中心に、長期療養が必要な

際は療養機能の病院へ紹介

急性期~高度急性期機能

市立伊丹病院、近畿中央病院の連携

・ 2次・3次救急機能を担い、専門的治療、

手術機能

・紹介患者が主で専門外来の患者構成

・術後・治療後の患者は役割に応じた回

復期機能、療養機能、在宅機能の病院へ

紹介連携

当

療養機能

今井病院、みやそう病院、

伊丹天神川病院 など

・長期療養が必要な患者

・在宅、介護施設との連携

プライマリケア・

在宅機能

診療所／介護

サービス事業所

・2次救急機能を担い、一般急性期、手術機能

・当該機能では対応困難の場合、 高度急性

期機能の病院へ紹介

・術後、治療後の患者は役割に応じた回復期

機能、療養機能、在宅機能の病院へ紹介連

携

・地域包括ケアシ

ステムの中心的役

割、地域における

患者の管理、在宅

サービスの提供

・急性期患者は症

状により、高度急

性期、急性期機能

へ紹介

・急性期を脱した

患者で在宅復帰ま

での入院医療が必

要な際は回復期機

能の病院へ紹介

医療機能

時
間
の
流
れ

発症
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安定的運営を実現させる病床規模
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急性期及び高度急性期病院収支シミュレーション

平成29年度に行った「市立伊丹病院の中長期的課題に関する調査」において、病床
規模の検討に際し、新病院を建設した際の経常収支シミュレーションを、以下の4つ
の病床・医療機能のパターンで作成しました

414床

現状維持

500床

高度急性期病院

600床

高度急性期病院

 市立伊丹病院単独で建替え、現在と同等の医療水準を引き続き提供すると仮
定し、平成28年度決算をベースに試算

 再編、ネットワークにより建替え、高度急性期医療を提供すると仮定し、他の
公立の高度急性期病院のデータを参考に試算

医療機能 建て替えにかかる費用

414床-2

機能分化による
高度急性期化

 市立伊丹病院単独で建替え、近畿中央病院との連携を強化、機能分化し、高
度医療を提供すると仮定し、平成29年度当初予算をベースに試算

 近年の新病院設立事
例をもとに各病床数・医
療機能に応じ試算
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新病院を建設した場合の経常収支シミュレーション

収支については、500床以上の高度急性期病院で、入院単価が66,000円程度を確
保することができれば、安定した経営が可能になると試算されます

（千円）

単価： 56,000円 稼働率：82％

現状の医療機能における入院単
価、病床稼働率では、新病院の投
資に耐えられる収益は確保でき
ず、赤字が続くと試算される

単価： 66,000円 稼働率：85％
400床で66,000円の入院単価で

は、初期投資の減価償却が少なく
なる7年目は黒字化されるが、その

後の再投資に耐えることが厳しくな
ると試算される

単価： 66,000円 稼働率：85％
500床で66,000円の入院単価を維
持すれば、600床ほどではないが、

経常収支は安定的に黒字化するこ
とが試算される

単価： 66,000円 稼働率：85％
600床で66,000円の入院単価を維

持すれば、経常収支は安定的に黒
字化することが試算される

（千円）

初期投資の医療機器にかかる減価償却費
が少なくなることで、収支は改善する。

その後、再投資を行うことで徐々に収支が
右下がりになる

開院

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目

414床 (840,668) (840,668) (840,668) (840,668) (840,668) (834,378) (394,212) (430,979) (467,746) (504,513) (541,280) (577,104)

414床-2 (216,734) (216,734) (216,734) (216,734) (216,734) (210,444) 229,721 192,955 156,188 119,421 82,654 46,830

500床 311,005 311,005 311,005 311,005 311,005 316,069 670,428 640,829 611,229 581,629 552,030 523,190

600床 577,577 577,577 577,577 577,577 577,577 583,666 1,009,748 974,157 938,567 902,976 867,385 832,708

＊病床稼働率の病床数は414床、500床、600床で計算している

出所； 伊丹市 H29中長期課題に関する調査報告書データ
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市立伊丹病院と近畿中央病院の急性期患者を試算すると約333人、回復期系の患
者は約221人と推計されます

平成29年度市立伊丹病院 入院患者の単価別構成 平成28年度 市立伊丹病院、近畿中央病院
患者構成推計（1日当たり）

出所：市立伊丹病院受領データ、近畿中央病院受領データ

 うち、40%は在院日数が
10日を超える患者、また

は医療行為の更に少ない
と考えられる療養系病床
の単価20,000円を下回る
患者で構成されている

 本来は急性期病院の対
象患者とは言えないと考
えられる

56% 40%

平成28年度の両病院の患者数で
急性期患者の対象は 全患者で1日当たり333人、伊丹市民のみで224人
回復期患者の対象は 全患者で1日当たり221人、伊丹市民のみで148人

参考） 500床 85％稼働率； 425人／日、600床、85％稼働率； 510人／日

 約56％の患者が回復期

系病床の単価平均の
30,000円を下回る単価で
構成されている

 疾患により診療行為が異
なるために全てとは言え
ないが、多くは急性期病
院の対象患者とはいえな
いと考えられる

急性期病院の対
象となる患者

（人）

＊平成29年度の市立伊丹病院の急性期、回復期患者構成割合を市立伊丹病院、近畿
中央病院の平成28年度入院患者数実績に掛けて算出している
＊伊丹市民の数値は平成28年度の地域別患者数の割合を使用している

急性期病院の
対象となる患者

平成29年度 市立伊丹病院
伊丹市在住の退院患者数 計84,527人

回復期系と
考えられる患者

>=50,000円

＜50,000円

＜40,000円

＜30,000円

＜20,000円

333人

224人

221人

148人
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第一回委員会で使用したデータ

国保 3,303 100% 33.3 100%

国保以外 7,436 225% 15.6 47%

75歳以上 後期高齢 1,577 93.2

12,316

全国加入
者数
（万人）

一人当た
り医療費
（万円）

合計

75歳未満

医療需要
比率

加入者割
合

14 出所； 厚生労働省 患者調査 平成２６年１０月推計患者数（患者住所地），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別（入院）

流出患者数推計 計算定義

伊丹市より流出している患者を以下の定義で試算すると、1日あたり約211人が流出
していることが推計されます

75歳未満患者数の推計方法

 第一回検討委員会で使用した国保データをもとに計算している
 国保患者以外の75歳未満の患者数を推計するために、一人
当たり医療費を医療需要とし、国保データの分析結果×保険
加入者の割合×医療の需要率で算出した

兵庫県の75歳未満、75歳以上の入院患者推計数より、上記75

歳未満で算出した患者数×各疾患の比率を用いて算出した

千人

総数 ７５歳未満 ７５歳以上
対75歳未
満患者比

総数 53.6 27.2 26.4 97%
Ⅰ　感染症及び寄生虫症 0.9 0.4 0.5 125%
Ⅱ　新生物 6.3 3.8 2.5 66%
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害0.3 0.1 0.2 200%
・・・

疾患別 流出患者数推計（1日あたり）

７５歳未満

（千人）

７５歳以上

（千人）

７５歳未満

（人）

７５歳以上

（人）

合計

（人）

Ⅰ　感染症及び寄生虫症 0.4 0.5 5 6 11 12 128 4

Ⅱ　新生物 3.8 2.5 79 52 131 11 1,481 49

Ⅲ　血液及び造血器の疾患 0.1 0.2 2 3 5 13 62 2

Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患 0.6 0.9 14 21 34 8 289 10

Ⅴ　精神及び行動の障害 7.7 2.5 1 0 2 22 35 1

Ⅵ　神経系の疾患 2 2.4 10 12 21 13 285 9

Ⅶ　眼及び付属器の疾患 0.4 0.2 12 6 18 7 126 4

Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患 0.1 0 4 0 4 6 22 1

Ⅸ　循環器系の疾患 3.4 5.9 70 121 191 9 1,709 56

Ⅹ　呼吸器系の疾患 1 2.8 13 35 48 8 386 13

ⅩⅠ　消化器系の疾患 1.6 1.4 27 24 50 8 418 14

ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患 0.2 0.3 3 5 8 14 111 4

ⅩⅢ　筋骨格系疾患 1.3 1.5 13 15 28 14 391 13

ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患 0.7 1 11 15 26 10 264 9

ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく 0.6 - 6 0 6 8 51 2

ⅩⅥ　周産期に発生した病態 0.3 - 5 0 5 11 58 2

ⅩⅦ　先天奇形異常 0.3 0 5 0 5 8 40 1

ⅩⅨ　損傷，中毒外因の影響 2.2 3.8 19 33 52 11 566 19

合計 27 26 297 347 644 10 6,423 211

在院
日数

延
患者数

1日
患者数

推計値患者調査データ

伊丹市民は1日当たり全疾患で
約211名他市へ流出していると試算される

75歳以上患者数の推計方法
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現在市外へ流出している患者をどこまで受け入れることができるのかにより、急性期・
高度急性期機能の必要病床数は決まりますが、併せて、回復期機能の病床を確保
することが不可欠であると考えられます

市外流出患者を加味した患者数推計／1日当たり

510人

425人

稼働率85％のラインを達成するためには、市外流出患者をどこまで受け入れることができるのかによる
ただし、急性期・高度急性期病床の確保に加え、現状の回復期患者を受け入れるための回復期病床も必要となる

221人

回復期系病床

伊丹市民＋他市民

（人）

352人

(P13より)

414床×
稼働率85%

500床×
稼働率85%

600床×
稼働率85%

333 

279 

224 

333 

279 

224 

0

100

200

300

400

500

600

全患者数 伊丹市民＋他市半数 伊丹市民 全患者数 伊丹市民＋他市半数 伊丹市民

市立伊丹＋近畿中央 市立伊丹＋近畿中央+流出入患者

伊丹市
民流出

211
伊丹市
民流出

211

伊丹市
民流出

211

市立伊丹病院＋近畿中央病院推計 （P13より） 市立伊丹病院＋近畿中央病院＋流出入患者推計
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高度急性期病院と市立伊丹病院 収益割合
《第2回検討委員会資料再掲》

高度急性期病院は、ICU等に受け入れる患者が収益の大きな部分を占める構造であ
るため、重症患者をどこまで受け入れることができるのかが、大きなポイントとなりま
す

高度急性期病院モデル 市立伊丹病院
患者数 収益 患者数 収益

高度急性期病院は
約8%のICU等の患者で約32％の収益を占めている

左記の高度急性期病院の１床あたり収益構成では
単価は約78,000円程度となる

（千円）

単価；約78,000円

単価；約55,000円

高度急性期病院と市立伊丹病院 １床あたり収益構成

＊ 高度急性期モデル； 患者構成：全国の高度急性期の24自治体病院が保有するICU等病床と一般病床数の構成の平均値で算出
収益：左記患者構成×600床台・500床台の高度急性期病院2病院のデータの各病床の単価で算出

高度急性期病院モデル 市立伊丹病院

8%

32%
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市立伊丹病院の建替えの最適な時期

17
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市立伊丹病院の現状

市立伊丹病院は建築後35年が経過しているため、老朽化と狭隘化による影響が現
れています

 建物・設備、医療機器の保全費用

建物・設備及び医療機器の保全のために、年間で2～10億円

（10年間で約49億円）の費用が発生しています。今後も同額以

上の保全費用が必要になると予測されています。

老朽化の影響（例） 狭隘（きょうあい）化の影響（例）

現状

現在の市立伊丹病院は、昭和58年5月9日に新病院として開院しているため、平成30年8月現在では建築後35年が経過している状況

にあります。一般的な鉄筋コンクリート造の寿命は60年と言われていますが、公営企業における医療機関の固定資産としての耐用年数

は39年とされており、現在の施設基準等を勘案すると、建築後40年を経過した段階では、建物の構造が施設基準に合わなくなる可能性

が高いと考えられます。外壁・防水等については、漏水及び漏水の恐れのある箇所について対処的工事を実施し、平成37年度まで継続

して使用することが可能となるように整備を進めています。

市立伊丹病院の中長期的な課題に関する調査報告書より

 医療法上の基準に適格していない病床

現在、医療法で定められた面積要件を満たしていない病床が

多く存在する状況にあります。

 新しい医療機器の導入制限

施設の面積上の制約から、新しい医療機器を設置する治療

室等の整備が困難であるため、導入が難しい状態です。

出所：市立伊丹病院の中長期的な課題に関する調査報告書（平成30年2月）
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今後の使用予定期限による課題

現状では平成37年度まで継続して使用することができるように整備を進めています

• 平成37年度末まで使用する場合については、平成30年度以降8年間で32億円程度の設備投資が必要となると見込まれる。
• 屋上防水やサッシ等の止水処理については、部分改修による延命が可能な限界の状態であると考えられる。そのため、長期間の継続使
用が必要であると判断された場合については、速やかに全面改修工事を行う必要がある。

• 大規模改修工事を行わず、対処保全で延命できる限界のラインと考えられる。

• 平成42年度末まで使用する場合については、平成30年度以降13年間で58億円程度の設備投資が必要となると見込まれる。
• 屋上防水やサッシ等の止水処理、特殊排水設備などについては、使用の限界を迎えるものが多いため、全面改修の費用が必要となる
可能性がある。

• 非常用発電機については、新規に購入が必要となる。
• 排水管の改修にあたっては、病棟を上下階で２病棟ずつ閉鎖して改修する必要がある。
• 施設が現行の基準に合わなくなってきている部分がかなり多くなり、新たな医療機器や診療科を迎えるにあたって、整備工事に多額な費
用がかかる可能性がある。

• 病室などの設備は、現段階で既存不適格の状態であり、診療報酬上の施設基準を考えると、平成37年度が、市立伊丹病院の施設・設備
を適切な診療報酬・施設基準で運用できる限界であると考えられる。

• 平成42年度を超えての継続的使用については、施設の大規模改修が必要となり、莫大な費用が必要となることが予想される。
• 大規模改修については、病棟の工事において上下階を同時期に工事する必要があることから、一定期間病棟を閉鎖することとなり、入院
患者数が制限される。

• 医療法上の制約などもあることから、病院運営に対して工事が与える影響については現段階で予測が難しいと考える。

①平成37年度末まで使用する場合

③平成42年度以降まで使用する場合

②平成42年度末まで使用する場合

出所：市立伊丹病院の中長期的な課題に関する調査報告書≪概要版≫（平成30年3月）
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建物・設備を保全する費用（平成42年度まで使用する場合）

急性期病院の機能を維持するため、将来的にも高額な保全費用が見込まれます
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（百万円）
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出所：市立伊丹病院の中長期的な課題に関する調査報告書（平成30年2月）

直近10年間で約49億円の費用が発生しています この先の10年間で約50億円の費用が発生する見込みです

約49億円 約50億円
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基準不適合の病床割合 基準不適合の病床割合（病床機能別）

市立伊丹病院の7割以上の病室は、病床の広さが現行基準に適合していない状態に
あります

基準適合と不適合の病床数

9.9%
6.7%

10.4%
8.3%

73.7% 72.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

慢性期 回復期 急性期 高度急性期

全国平均（H26） 市立伊丹病院（H28）

【病床機能報告より】
医療機関の病床（ベッド）は、法律（医療法）の許可を得た上で設
置することとされており、許可を受けた病床のうち、過去１年間に
実際に患者を受け入れた病床数を稼働病床数として示していま
す。
なお、病室の広さは患者一人あたり６．４平方メートル以上と定
められていますが、平成１３年３月１日以前に許可を受けた医療
機関は、６．４平方メートル未満でも可とされており、医療法上の
経過措置に該当する病床として扱われます。

出所：病床機能報告（平成26年・平成28年）

1病床あたりの面積が6.4平方メートル未満
の病室は基準不適合です

40床/55床258床/350床

基準適合

116床

基準適合

874,623床

基準不適合

298床

基準不適合

77,281床

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市立伊丹病院

（H28）

全国
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病院の建て替えスケジュールの事例

自治体病院は全国的な傾向として、開業から約30年を迎えた時期になると、建て替
えに向けた構想を作り始め、築後約39年で新病院を開業してます

新病院の開業まで約39年（平均）

既に35年が経過

旧病院の開業 新病院の開業

現病院の開業

構想～竣工
約10年

全国の自治体病院の事例

市立伊丹病院

構想～竣工
約10年？

新病院の開業

※構想から竣工までの期間は、公表されている全国の5事例（病院の統合再編）が約7～14年と幅があったため、約10年と表記していま
す。
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自治体病院が新病院に建て替えるまでの期間

多くの自治体病院は開業後40年が経過するまでに建て替えが完了している傾向です
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※1990年以降に建て替えを実施した全ての自治体病院（500床以上）：43病院

平均値：38.9年、中央値：39年

出所：地方公営企業年鑑、各病院のホームページ等



© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

最適な立地場所の検討

24
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急性期・高度急性期病院は診療所からの紹介患者が主な入院経路となり、診療所や
市民にとってアクセスのよい立地の検討が重要となります。一般的に人口の多い地
域に診療所が多く分布しており、下記の4エリアには多くの診療所があります

【JR・阪急伊丹駅周辺】
診療所が集中的に分布

している

人口総数
診療所所在地

診療所の多い地域

病院名

稼
働
病
床
数

高
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

1 市立伊丹病院 402 54 348 

2 近畿中央病院 398 4 394 

3 伊丹今井病院 210 90 120 

4 常岡病院 103 103

5 みやそう病院 97 25 72 

6 祐生病院 83 54 29 

7
伊丹恒生

脳神経外科病院
80 40 40 

8 あおい病院 39 39 

9 伊丹天神川病院 35 35 

0 ～ 396

396～ 800

800～ 1313

1313～

急性期 回復期 慢性期

＊市立伊丹病院以外は各病院の2016年7月1日時点の
病床機能報告内容に基づく出所； 伊丹市 人口、病院データ、2016年病床機能報告(7月1日時点)
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市立伊丹病院は紹介患者を伊丹市南部を除く全域から多く受けており、距離による
紹介数の変動への影響はほとんどないと考えられますが、南部からの患者数は少な
いことから、近畿中央病院へ受療、または尼崎市へ流出していることが考えられます
伊丹市国保患者の診療所への受療分布図
（診療所住所基準での分布）

出所：国保データ（平成26～28年度の6、9、12、3月）、診療所リストは近畿厚生局HPより

4エリアは人口、診療所数が多いため、伊丹市国保患者の診療所
への受療数は多い

市立伊丹病院への紹介入院患者数
（患者住所基準での分布）

伊丹市への紹介で入院した患者は南部以外の伊丹市全域から多
く来ており、南部の患者は近畿中央病院、または尼崎市へ流出し
ていると考えられる
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27

今年度実施した「市立伊丹病院のあり方に関する市民アンケート」の速報版による
と、病院へのアクセスについては、公共交通機関による利便性を重要視するとの回答
が多く、今後の病院運営に際しては、このような意見を重視する必要があります

病院へのアクセスに関する市民アンケート結果

出所： 伊丹市民アンケート

質問； 問11_伊丹市内の病院への受診に際する利便性に関し重要視するもの
は何ですか。重要だと思う順に２つまで選んでください。

N=2,811

（7月27日までの集計分）

病院へのアクセス、重要度別集計結果

公共交通機関と車での利便性で約70％以上を占めている
公共交通機関に対する回答は、最も重視、2番目に重視の市民を
合わせて1,189人が回答しており、病院の設置には最も重要視す
る事項と考えられる

＊2つ回答の合計を集計している

N=1,451

N=1,321

N=418

N=321

N=465

N=245

最も重視の年齢別内訳

自動車を利用する場合での利便性
バスなどの公共交通機関を利用する場合での利便性
自転車・バイクを利用する場合での利便性
市内で医療提供機能が充実しているのであれば場所や利便性にはこだわらない
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